
○喀痰吸引（口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部） 
○経管栄養（胃ろう又は腸ろう、経鼻経管栄養） 

今回の法改正で実施可能となった医行為の範囲 

喀痰吸引その他の身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営む
のに支障がある者が日常生活を営むのに必要な行為であって、医師の指示の
下に行われるもの（厚生労働省令で定めるものに限る。） 

法第二条第二項の厚生労働省令で定め
る医師の指示の下に行われる行為は、
次のとおりとする。 
一 口腔内の喀痰吸引 
二 鼻腔内の喀痰吸引 
三 気管カニューレ内部の喀痰吸引 
四 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 
五 経鼻経管栄養 

○同条第1号及び第2号に規定する喀痰吸引については、
咽頭の手前までを限度とすること。 
 
○同条第4号の胃ろう又は腸ろうによる経管栄養の実施
の際には、胃ろう・腸ろうの状態に問題がないことの確
認を、 
同条第5号の経鼻経管栄養の実施の際には、栄養チュー
ブが正確に胃の中に挿入されていることの確認を医師又
は看護職員（保健師、助産師、看護師及び准看護師をい
う。以下同じ。）が行うこと。 

【法：第２条第２項】 

【省令：第１条】 

【施行通知：第２－１（喀痰吸引等の範囲）】 
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